
《都市計画道路梅ノ木線について》

第 ７号議案 名古屋都市計画道路の変更（名古屋市決定）
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総括図

凡例

区域の追加

周辺拡大図
３・２・３６号 梅ノ木線 （名古屋市決定） 

【区域の変更】 

交差点形状の変更に伴う一部区域の追加 

 

○計画延長：約10,060m
〇計画幅員：30m（代表）
〇車線数：6車線
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起点：熱田区
一番二丁目

終点：港区
金城ふ頭三丁目

稲永交差点



金城ふ頭

金山

伊勢湾岸道

梅ノ木線

国道１号

国道２３号

中郷
十一屋線

路線の位置付け
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4

事業の状況
：事業中
：整備済

梅ノ木線

中郷十一屋線

稲永交差点

西稲永交差点



計画図
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Ｎ
変更の内容

〇交差点形状を改善

〇歩道幅員確保の
ため、区域追加

①交差点
西側

②交差点
東側

Ｎ

Ｎ
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Ｎ

対向車線
を通行

変更の内容
①交差点西側

進行
方向
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Ｎ

3.5m

歩道幅員
確保のため、
区域追加

変更の内容
①交差点西側

進行
方向

交差点形状
を改善
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Ｎ

歩道幅員確保のため、
区域追加

対向車線
を通行

変更の内容
②交差点東側

進行
方向
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Ｎ

交差点形状
を改善

歩道幅員
確保のため、
区域追加

3.5m

変更の内容
②交差点東側

進行
方向
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